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令和６年度第１７回庁議提案  審議・報告・その他 

                     提 出 日：令和６年１２月２日 

                     担当部・課：産業部観光政策課〔内線３５３４〕                        

① 件  名 

石巻市マンガクリエイター家賃等支援補助制度の一部見直しについて 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

本市では、「マンガを活かした街づくり」に取り組んでおり、その一環として石巻市マンガクリエ

イター家賃支援事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）を制定し、本市に転居またはお試し移

住を希望するクリエイター志望者に対し、民間賃貸住宅の家賃等を支援する制度を運用してきた。 

 

【目的】 

マンガ文化の発信や人材育成による交流人口の増加及び移住定住の促進による地域活性化を図る

観点から、年齢にかかわらずクリエイター志望者に幅広く本補助金を活用していただくため、要綱

を改正したもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】   

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和５年 ９月  要綱制定（施行年月日：令和５年９月１日）  

１０月  いしのまき MANGA LAB.ヒトコマ 開館 

 令和６年 ９月  本制度の活用促進のため、交付対象及び年齢要件の規定改正について検討 

 令和６年１０月  要綱改正（改正年月日：令和６年１０月１日） 

⑤ 主な内容 

 本補助制度の利活用を促進するため、年齢制限を廃止するもの。 

※詳細は新旧対照表のとおり。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 要綱の改正により、これまで年齢制限により補助金の申請ができなかった志望者が申請しやすく

なり、制度の更なる利活用を促すことができる。 

 

【市財政への負担】（令和６年度当初予算） 

 ３００千円（一般財源） 

（内訳） 家賃等補助金： ３００千円（１００千円×３名を想定） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

⑨ その他 

 

 

 

 

 

資料５ 


